
 

                     平成１６年２月２６日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ラベル剥がし機 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 ロール状のシートに貼り付けられたラベル、シール等を剥がす事務用機器であ

る。 

 機器上部にセットされたロール状のシートを下部ローラーが回転してシートを

巻き取ると、シートに貼られたラベル又はシール等が剥離される。それを使用者が

取り、タグ、封筒、包装箱等に貼付する。 

  

○ 構造、仕様、意匠 

定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ 

 

○主な使用者、販売先 

事務所、工場、店舗等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「ラベルタグ機械」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 ラベルやタグを貼付するための事務用機械であることから、「ラベルタグ機械」

として取り扱うことが妥当であると判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


